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１．計画策定の背景と目的 

 

平成２９年（２０１７年）５月２４日に策定しました「第２次春日部市史編さん事業

計画」（以下、「事業計画」という。）では、おおむね５年ごとに計画を検証し、見直

しを行うこととしています。 

これにより、本計画を策定してから５年目を迎えた令和３年度（２０２１年度）には、

春日部市市史編さん委員会、および春日部市市史編集委員から事業計画の見直しについ

て意見聴取を行いました。 

また、令和４年度（２０２２年度）は、市の将来像の実現に向けた基本目標を定める

「第２次春日部市総合振興計画後期基本計画」や「春日部市文化財保存活用地域計画」

の策定を進めており、当該事業計画との整合性を図る必要があります。 

市史編さんの取組みについても、郷土の歴史と文化遺産の保存と活用を推進するため、

これらの計画との連携・整合性を図り「第２次春日部市市史編さん事業計画（第２期）」

を策定します。 

 

 

 

  



~ 3 ~ 
 

２．市史編さんの趣旨 

 

（１）地域文化の現状と課題 

本市には、旧石器時代から今日まで約３万年にもおよぶ長い歴史があり、遺跡や建造

物など、地域の特性を示す貴重な文化遺産が数多く伝えられています。また、都心への

通勤圏にありながら、水田や屋敷林が広がる水と緑豊かな田園都市として、特徴的な景

観と自然環境にも恵まれています。 

しかしながら、近年は開発や急激な都市化によって古くからの集落の景観や街並みが

急速に失われ、多くの文化遺産が滅失の危機にひんしています。加えて、新しい住民が

増加し、従来からの住民にあっても世代交代によって生活様式の変化が起こり、親から

子、そして孫へと受け継がれてきた地域文化の継承が困難になりつつあります。さらに、

神楽や獅子舞といった無形の民俗文化財も、後継者不足により存続が危ぶまれています。 

また、令和２年（２０２０年）１月より世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス

感染症に係る公文書などについても、歴史資料として保存する必要があります。 

本市では、市史の編さんをとおした市の歴史や文化を継承していくため、これまでの

市史編さんで収集した地域資料を後世に引継ぐための整理・保存を進めるとともに、こ

れらの積極的な公開・活用の取組みが課題となっています。 

 

（２）経 緯 

本市における市史編さん事業は、平成１７年度（２００５年度）の合併前の春日部市

では、平成９年度（１９９７年度）に終了しました。また、合併後、庄和町史を引き継

いだ第 1 次春日部市史編さん事業計画が平成２７年度（２０１５年度）に完了しました。

そして、平成２９年度（２０１７年度）に第２次春日部市史編さん事業計画を策定しま

した。 

 

（３）目 的 

本市は、市史編さんを進める上で課題となっています市の歴史的・文化的特性の継承

と地域資料の整理・保存、そして公開・活用の実現に向けて、次の六項目を市史編さん

事業の目的とします。 

第一 市の発展とともに市の歴史が続くという基本理念のもと、継続性のある市史編

さんを進めます。 

第二 市域の歴史を明らかにし、市史編さんの成果である刊行物の発行を進めるため、



~ 4 ~ 
 

総合的な郷土研究に取り組みます。 

第三 市の歴史を物語る地域資料の散逸や滅失を防ぐとともに、新たな地域資料の発

見に努め、後世への継承と公開・活用のための整理・保存を進めます。 

第四 市域の歴史を検証し、市史編さんの成果についてＩＣＴなどを活用し、公開・

周知を進めます。 

第五 本事業をとおして広く市民の郷土への愛着と理解を深め、地域文化の継承を進

めます。 

第六 本事業で収集した地域資料を郷土学習や地域学習の素材として提供し、まちづ

くりなどへ寄与するための活用を進めます。 
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３．市史編さんの基本方針 

  

本市は、市史編さん事業計画（第２期）で掲げた目的を確実に実施するために、次の

九項目を市史編さんの基本方針とします。 

（１）歴史や文化を正確に継承するため、市史編さんをとおして市の歴史を明らかにし

ます。 

（２）史実に立脚し、客観的、かつ、公正・中立な編さんを行い、市民などの理解と関

心が深められる内容とします。 

（３）分かりやすく親しみやすい市史刊行物にするため、平易な文章で記述し、写真・

図表などを活用します。 

（４）本事業で収集する地域資料を確実に整理・保存を進めます。 

（５）歴史資料として重要な公文書を学術、文化などの調査研究に活用するとともに、

市の歩みを傍証する資料として適切に収集を進めます。 

（６）市史編さんで収集した地域資料を後世に適切に継承するため、デジタル化をはじ

め、多様な媒体により適切に保存を進めます。 

（７）災害などによって地域資料が被災した場合は、文化財の指定・未指定に関わらず、

その救済を図ります。 

（８）市史編さんの成果については、市公式ホームページや広報紙などの公開をとおし

て、様々な学習機会へ提供します。 

（９）市史の刊行物をとおして、郷土愛の育みと理解を深めるため、広く啓発を進めま

す。 
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４．市史編さん基本計画 

 

（１）事業期間 

 事業期間は平成２９年度（２０１７年度）から令和２３年度（２０４１年度）までの

２５年間とします。ただし、資料の収集状況や資料調査の進捗状況などを勘案し、おお

むね５年ごとに計画を検証し、見直しを行います。 

 

（２）事業計画の進捗管理について 

 本事業計画の進捗管理については、「春日部市市史編さん委員会」において、年度ご

とに進捗状況を把握した上で、計画の進捗に対する意見を聴取します。そして、「春日

部市総合振興計画」や「春日部市文化財保存活用地域計画」をはじめ、庁内計画との整

合性を図り、循環型のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、計画の進

捗管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市史の基本構成 

 市史の基本構成は、資料集、本編（通史）、別編および普及版の３部構成とし、別編

は必要に応じて随時刊行します。 
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（４）資料集 

①資料集の構成・内容 

資料集は、地域資料を詳細、克明に掲載し、その理解を深めるため、写真・図表・

解説などを加えます。 

資料集の構成は、次のとおりとします。 

・石造物編 

・絵馬編 

・民俗編 

・考古資料編 

・中世・近世編 

・近代・現代編 

 ②時代区分 

時代区分は、次のとおりとします。 

  ・原始･古代(平安時代末まで)旧石器時代～１１８０年 源頼朝挙兵まで 

  ・中世   (鎌倉・室町時代) １１８０～１５９０年  徳川家康関東入部まで 

  ・近世   (江戸時代)    １５９０～１８６７年  大政奉還まで 

  ・近代   (明治～戦前)    １８６７～１９４５年  太平洋戦争終結まで 

  ・現代   (戦後社会)     １９４５～      現代編の取上時期まで 

 

（５）本編（通史） 

  本編は、市域の原始から現代までの通史とし、収集した地域資料や刊行した資料集

などを分析・検討した研究成果の集大成とします。 

 

（６）別編および普及版 

別編は、本市の歴史、風土、人々の生活を取り巻く特徴的な分野について、調査し

編さんします。また、普及版は、資料集、本編や別編の成果を写真や図表などを使用

し、分かりやすく親しみやすい内容とします。 
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（７）各編の体裁 

  刊行物の体裁は、内容に応じた判型などとし、執筆要項により詳細を取り決めます。 

 

（８）市公式ホームページ、その他の媒体による周知・情報発信 

・ 年表普及版は、令和７年度（２０２５年度）に新市２０周年を迎えるため、２０

年間の歩みをまとめた年表を市公式ホームページで公開します。 

また、現在公開している年表については、年次的な事象を随時加筆し、市公式ホ

ームページ、その他の媒体で最新情報を公開します。 

・ 新たな地域資料を見出した場合は、市公式ホームページで公開します。 
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（９）計画（詳細は別表による） 

年 度 事業内容 西暦 備 考 

平成２９年度 資料整理 ２０１７  

平成３０年度 調査・資料整理 ２０１８  

令和元年度 調査・資料整理 ２０１９  

令和２年度 調査・資料整理 年表編公開 ２０２０  

令和３年度 調査・資料整理 ２０２１  

令和４年度 
調査・原稿執筆（自然誌編） 

資料整理・計画の見直し 
２０２２  

令和５年度 自然誌編刊行 ２０２３  

令和６年度 調査準備（石造物） ２０２４  

令和７年度 
調査 

「新市２０年間の歩み」公開 
２０２５ 新市２０周年 

令和８年度 調査 ２０２６  

令和９年度 調査・計画の見直し ２０２７  

令和１０年度 調査 ２０２８  

令和１１年度 調査 ２０２９  

令和１２年度 調査 ２０３０  

令和１３年度 調査・原稿執筆（石造物） ２０３１  

令和１４年度 
調査・石造物編刊行 

計画の見直し 
２０３２  

令和１５年度 調査準備（絵馬） ２０３３  

令和１６年度 調査 ２０３４  

令和１７年度 調査 ２０３５ 新市３０周年 

令和１８年度 調査 ２０３６  

令和１９年度 調査・計画の見直し ２０３７  

令和２０年度 調査 ２０３８  

令和２１年度 調査 ２０３９  

令和２２年度 調査・原稿執筆（絵馬） ２０４０  

令和２３年度 
調査・絵馬編刊行 

計画の見直し 
２０４１  
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５．市史編さん事業の組織体制 

 

（１）市史編さん委員会と市史編集委員 

  市史編さん事業を円滑に推進するため、市史編さん委員会、および市史編集委員を

設置します。 

  構成や任務は、以下のとおりとします。 

名 称 構  成 任  務 

春日部市市史編

さん委員会 

 

社会教育委員 

文化財保護審議会委員 

学校関係者 

学識経験者 

公募に応じた市民 

（１０名以内） 

教育委員会の諮問に応

じ、市史編さん事業に関す

る基本方針および基本計画

について審議します。 

春日部市市史編

集委員 

監修者（１名） 

市史に関する調査、執筆、

編集の指導および助言を行

います。 

編集員（８名以内） 
市史の調査、執筆および

編集を行います。 

調査員（３０名以内） 

編集員の指示に従い、市

史の調査および執筆に当た

ります。 

特別調査員（３０名以内） 

編集員及び調査員の指示

に従い、市史の資料収集、調

査および執筆に当たりま

す。 
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